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第３章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり
１ 障害のある子どもの教育・育成
障害のある幼児児童生徒がその能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し

社会参加するために必要な力を養うため、一人一人の障害の状態に応じ
て、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、あるいは通級による指導
においてきめ細やかな指導を実施している。
「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成１９年４月から施行され、

盲・聾・養護学校の制度から複数の障害種別を受け入れることができる特
別支援学校の制度に転換され、特別支援学校については、これまで蓄積し
てきた専門的な知識・技能を生かし、地域における特別支援教育のセン
ターとしての機能・役割（センター的機能）を果たすために、小・中学校
等の要請に基づき、これらの学校に在籍する障害のある児童生徒等の教育
に関して助言・援助を行うよう努めることとされるとともに、小・中学校
等においても発達障害を含む障害のある児童生徒等に対する特別支援教育
を推進することが明確に規定された。

【主な施策等】
○ 文部科学省では、小・中・高等学校において使用される拡大教科書の
標準的な規格を策定・公表し、教科書発行者による拡大教科書の発行を
促進するとともに、拡大教科書等を作成するボランティア団体等に対し
て教科書デジタルデータの提供を行い、その作成の負担軽減を図ってい
る。

○ 障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、障害を補完
し、学習を支援する補助手段として、情報通信技術などの活用を進める
ことが重要である。そのため、平成２３年度より「学びのイノベーション
事業」において特別支援学校における情報通信技術の活用実証研究を進
めているところ。

○ 国立特別支援教育総合研究所において、情報通信技術の活用に向けて
の研究を実施しているとともに、各都道府県等の指導的立場に立つ教職
員を対象とした研修において、情報手段を活用した教育的支援に関する
内容の充実を図っている。このほか、各教育委員会などの研修の支援の
ための各種研修講義の配信や、発達障害教育情報センターWebサイト
における各種教育情報の提供、教員向けの研修講義の配信、ポータルサ
イトからの総合的な情報の提供を行っているところ。
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○ 発達障害等のある児童生徒については、それぞれの障害の特性等に応
じた教科書や教材等の研究を行う必要があるため、「民間組織・支援技
術を活用した特別支援教育研究事業」を実施し、発達障害等の子どもの
障害の状態に応じた教材等の在り方及びそれらを利用した効果的な指導

■図表２７ 特別支援教育の対象の概念図【義務教育段階】
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方法や教育効果等についての実証的な研究を実施。

○ 特別支援教育の実施状況を評価しつつ、特別支援教育の具体的な推進
方策について検討を行うため、「特別支援教育の推進に関する調査研究
協力者会議」を開催。また、高等学校における特別支援教育の充実につ
いて検討を行うための「高等学校ワーキング・グループ」を開催し、平
成２１年８月に高等学校における特別支援教育の充実を図るため、入試に
おける配慮・支援、体制の充実強化と指導・支援の充実、キャリア教
育・就労支援等を主な内容とする報告を公表。これらを踏まえ、平成２２
年３月には特別支援教育の更なる充実を図るための検討の方向性及び課
題の整理を行い、本調査研究協力者会議の審議経過報告として取りまと
め、公表。

○ インクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の理念を踏
まえた特別支援教育の在り方について検討を行うため、中央教育審議会
の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」において審議。平成２２
年１２月にはインクルーシブ教育システムに向けての特別支援教育の方向
性や就学相談・就学先決定の在り方に関する論点整理が取りまとめられ
た。また、２３年７月から、同特別委員会の下で「合理的配慮等環境整備
検討ワーキンググループ」が開催され、２４年２月に、合理的配慮の定義
や決定方法、合理的配慮の基礎となる環境整備、学校における合理的配
慮の観点などについて報告が取りまとめられた。今後は、これらの審議
等も踏まえ、特別支援教育の充実を図っていくこととしているところ。

○ 文部科学省では、厚生労働省と連携協働して、「個別の指導計画」及
び「個別の教育支援計画」の作成、教職員等に対する研修の充実など、
乳幼児期から就労に至るまでの一貫した支援体制を、全都道府県等に整
備することを目指すため、平成２２年度より「特別支援教育総合推進事業」
を実施。

○ 平成１９年度より公立小・中学校に在籍する障害のある子どもをサポー
トする「特別支援教育支援員」の配置に係る経費が各市町村に対して地
方財政措置されており、支援体制の構築が図られている。２１年度からは
公立幼稚園、２３年度においては公立高等学校までそれぞれ対象が拡充さ
れ、支援体制の整備を進めてきたところ。
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資料：文部科学省

○ 発達障害を含むすべての障害のある子どもの乳幼児期から成人期に至
るまでの一貫した支援を行うための体制整備を、地域を指定して行うと
ともに、高等学校等を指定し、在籍する発達障害のある生徒に対する支
援手法の開発や関係機関との効果的な連携方策等に関する実践研究を行
う「特別支援教育総合推進事業」を実施。

○ 教職員定数については、大規模校における教頭あるいは養護教諭等の
複数配置や、教育相談担当・生徒指導担当・進路指導担当及び自立活動
担当教員の配置が可能な定数措置を講じているところ。また、公立小・
中学校における通級指導のための教員配置や特別支援教育コーディネー
ターの配置など特別支援教育に対応するための加配定数の措置を講じて
おり、平成２４年度政府予算においては、６００人の定数改善を含む５，３４１人
の定数を盛り込んでいる。

○ 特別支援教育関係の教職員の資質向上を図るため、独立行政法人国立
特別支援教育総合研究所において、研修を行っているほか、独立行政法

■図表２８ 特別支援教育総合推進事業
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人教員研修センターにおいても、各地域で中核となって活躍する管理職
を育成する学校経営研修において特別支援教育に関する内容を盛り込ん
でいる。都道府県等教育委員会においては、小学校等の教員の初任者研
修や１０年経験者研修において、障害のある子どもの理解のための研修を
実施。

○ 障害のある人がその能力・適性等に応じて高等教育へ進むための機会
を拡充するために、従来から各国公私立大学等に対し、大学入学者選抜
実施要項や各種会議を通じて、障害のある人に対する受験上の特別な措
置をとることなどの配慮を求めている。大学入試センター試験や各大学
の個別試験においては、点字・拡大文字による出題などの特別な措置を
実施。

○ 「特別支援学校施設整備指針」や「学校施設バリアフリー化推進指針」
を策定し、その普及を図っている。また、平成２３年７月には、災害時に
応急避難場所となる学校施設におけるバリアフリー化の必要性等につい
て示した「「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について」
緊急提言」を取りまとめ地方公共団体等に配布するなど、その普及を
図っているところ。

２ 雇用・就労の促進施策
ノーマライゼーションの実現のためには、職業を通じての社会参加は基

本となるものであり、障害のある人が可能な限り雇用の場に就くことがで
きるようにすることが重要である。この考えの下、「障害者の雇用の促進
等に関する法律」に基づく障害者雇用率制度を柱とした施策を実施してい
る。
障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策が重要であるため、保健福

祉、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進や、雇用への
移行を進める支援策、職業能力開発の充実を図る等総合的な支援施策を実
施している。

【主な施策等】
○ 平成２３年度の障害者の雇用状況は、民間企業における障害のある人の
雇用者数は３６６，１９９人と８年連続で過去最高を更新し、雇用されている
障害のある人の割合は１．６５％であった。
また、国の機関（法定雇用率２．１％）に勤務している障害のある人の


